
第 76号 議 案

令和元年度長崎県一般会計補正予算 (第 1号 )

令和元年度長崎県一般会計補正予算 (第 1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ13,428,292千 円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ711,136,597千 円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1表

歳入歳出予算補正」による。

(債務負担行為の補正)

第 2条 債務負担行為の追加は、「第 2表債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第 3条 地方債の追加は、「第 3表地方債補正 (その 1)」 とこよる。

2 地方債の変更は、「第 3表地方債補正 (そ の 2)」 による。

令 和 元 年 6月 17日 提 出

長 崎 県 知 事 中 村 法 道
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第 1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

4地方特例交付金

千
「

615,000
千円

1,126,641

千円

1,741,641

2子ども・子育て支援臨時

交付金

0 1,126,641 1,126,641

7分担金及び負担金 5,109,351 302,774 5,412,125

1分 担 金 573,110 182,020 755,130

2負 担 金 4,536,241 120,754 4,656,995

9国庫支出金 110,730,825 6,582,124 117,312,949

1国庫負担金 65,173,011 3,663,448 68,836,459

2国庫補助金 42,023,929 2,909,474 44,933,403

3委 託 金 3,533,885 9,202 3,543,087

12繰 入 金 21,069,555 176,703 21,246,258

2基金繰入金 20,210,267 176,703 20,386,970

14諸 収 入 37,206,660 152,550 37,359,210

8雑   入 3,627,805 152,550 3,780,355

15県  債 95,123,600 5,087,500 100,211,100

1県   債 95,123,600 5,087,500 100,211,100

歳 入
▲

計 697,708,305 13,428,292 711,136,597
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歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2総 務 費

千円

53,219,557

千円

319,413

千円

53,538,970

1総務管理費 11,190,328 1,038 11,191,366

2企 画 費 31,410,720 309,173 31,719,393

4市町村振興費 1,334,226 9,202 1,343,428

3生活福祉費 106,221,771 1,701,797 107,923,568

3児童福祉費 22,756,189 1,700,625 24,456,814

5生活対策費 797,740 1,172 798,912

4環境保健費 24,212,400 6,694 24,219,094

4環境保全貴 3,915,061 6,694 3,921,755

6農林水産業資 51,104,187 3,927,623 55,031,810

2畜産業費 2,819,970 152,550 2,972,520

3農 地 費 8,278,155 1,725,181 10,003,336

4林 業 費 8,001,852 390,492 8,392,344

5水産業費 21,635,405 1,659,400 23,294,805

8土 木 費 79,451,475 7,472,765 86,924,240

2道路橋りよう費 34,093,057 4,869,621 38,962,678

3河川海岸費 17,916,948 1,537,838 19,454,786

4港湾空港費 8,927,814 796,300 9,724,114

5都市計画費 13,354,742 268,737 13,623,479
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

6住 宅 費

千
「

3,116,554
千円

269

千円

3,116,823

歳 出 合 計 697,708,305 13,428,292 711,136,597
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第 2表 債務負担行為補正

事 項 期 間 限 度 額

新幹線・鉄道整備促進事業 令和 2年度から

令和 4年度まで

千円

1,372,800

基本構想策定支援業務委託 令和 2年度 33,553
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第 3表 地方債補正 (その 1)

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利  率 償 還 の 方 法

新幹線・鉄道整備促進事業費 68

千円

200 債券発行又は普通

貸借

(借入先 )

財務省、地方公共

団体金融機構、銀

行その他

(借入時期 )

令和元年度。ただ

し、工事その他の

都合により、その

全部又は一部を翌

年度に繰延べ借入

れすることができ

る。

年利50%以内

(た だし、利率

見直し方式で

借 り入れる資

金について、

利率の見直し

を行った後に

おいては、当

該見直し後の

利率)

借入時期から30年

以内において元利

均等、元金均等又

は満期一括などの

償還の方法による。

ただし、本県財政

の都合により、繰

上償還をなし、又

は償還年限を短縮

し、若 しくは借換

えをすることがで

きる。

計 68,200
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第 3表 地方債補正 (その2)

起 債 の 目 的
補  正  前 補  正  後

限 度 額 起債の方法 利率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利率 償還の方法

漁   港   費

千円

3,148,900 債券発行又

は普通貸借

(借入先)

財務省、地

方公共団体

金 融機構、

銀行その他

(借入時期 )

令和元年度

ただし、エ

事その他の

都合により、

その全部又

は一部を翌

年度に繰延

べ借入れす

ることがで

きる。

年利

50%

以内

(た

だし、

利率

見直

し方

式で

借 り

入れ

る資

金に

つい

て 、

利率

の見

直し

を行

つた

後に

おい

ては、

当該

見直

し後

の不U

率)

借入時期か

ら30年以内

において元

利均等、元

金均等又は

満期一括な

どの償還の

方法による。

ただし、本

県財政の都

合により、

繰上償還を

なし、又は

償還年限を

短縮し、若

しくは借換

えをするこ

とができる。

千円

3,294,400 補正前に同

じ。

補正

前に

同じc

補正前に同

じ。
漁 壕」・ 整 備 費 2,144,200 2,820,700

農  地   費 1,552,600 2,170,500

治  山  費 1,684,300 1,884,100

道 路 改 良 費 4,568,500 5,649,200

河  川  費 3,771,400 4,107,400

砂   防   費 2,914,900 3,362,100

港  湾  費 2,032,100 2 375 800

都 市 計 画 費 3 523 400 3,500,100

市町村合併推進事業費 9,237,800 10,433,100

計 95,123,600 100,142,900
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